
＜令和６年度第１回 区長会議＞                     

令和７年度分 予算化地区要望書の提出について 

（総合政策部 地域づくり課） 

１ 要旨 

・事業の実施に際し、事業計画や用地交渉など他機関との調整や協議の

必要があると思われる内容の要望を対象として、令和７年度予算化 

地区要望書をご提出ください。 
 

・予算化地区要望書は令和７年度に事業を実施することを目的とする

ものであり、第３回区長会議（２月開催予定）の場で回答書の配布に

よりご回答いたします。 

 
２ 申請内容 

○対象例 

道路改良工事・河川の浚渫・消火栓新設工事・防犯灯の新規設置工事など 

○注意事項 

地区内で用地交渉の話を進めることが可能なもの（カーブミラー等）は、可能な

限り地元で交渉を進めていただけるとスムーズに調整が進められます。ただし、

場合によっては、違う場所になることもありますので、ご了承ください。 

 

１ 提 出 期 限  ７月３１日（水）まで（期日厳守） 

２ 要望可能件数  各地区 ５件以内（再要望含む） 

           ※必ず１箇所につき１枚の提出をお願いします。 

３ 提 出 書 類  ①令和７年度予算化地区要望書 

           （第１回区長会様式集：NO.１） 

※オンラインでの提出が可能です。 

         ②位置図及び写真 

４ 提 出  地域づくり課または各支所へ直接ご持参いただくか、 

         担当課へメールまたはオンラインで提出してください。 

５ 調整・検討  要望の内容について、担当課から問い合わせを行う場 

合があります。 

６ 回 答  第３回区長会議の場で、書面にて回答いたします。 

          回答内容についての問い合わせは、回答書記載の担当課 

へお願いします。 

 

 

 

 
           担当  地域づくり課 

           電話 ７４－３０６６ 

地―① 

山本　和喜
タイプライター
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ㇾ 

 

令和７年度予算化地区要望書 
（令和６年度受付） 

 

 

 

 

 

 

 

令和    年   月   日  

伊豆市長 様 

自 治 会 名                  

 

自 治 会 長 名                  

 

電 話      －           

当地区の要望を以下のとおり提出いたします。 
. 

1.要望種別 

□ 市 道 □ 国道・県道 □ 林 道 □ 農 業 

□ 治 山 □ 用水路・排水路 □ 河 川 □ 港湾・海岸 

□ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ新設 □ 防災・消防 □ 交通安全 □ ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ新設 

□ 防 犯 □ 防犯灯新設 □ 環境衛生 □ そ の 他 

2.新規・継続 □ 新 規 □ 継 続 （再要望：         年度 提出案件） 

3.要望箇所 
市道△△線、□□交差点にカーブミラーの新設 

 

4.要望内容 

 及び理由 

 

交通量の増加に伴い、安全確認のため、カーブミラーの新設を要望します。 

 

 

 

 

 

※ 路線名や数値等を用い、具体的にご記入ください 

注 1）必ず要望箇所のわかる位置図及び写真を添付してください。 

注 2）１枚につき１箇所を記入し、７月３１日（水）までに提出してください。（各地区５件まで） 

---〈市役所記入欄〉---------------------------------------------------------------------- 

対応課 建設課 危機管理課 地域づくり課 課 

 

 

 

 

提出先アドレス：kikaku@city.izu.shizuoka.jp 

受 

付 

印 

地域づくり課・支所 対応課 

  

受付番号    －  

記入例 

６ ７ ３１ 

市役所区 

伊豆 太郎 

７２ １１１１ 

ㇾ 

山本　和喜
タイプライター
１２



＜令和６年度第１回 区長会議＞                     

令和６年度 道路等公共施設の補修箇所情報の提供について 

（総合政策部 地域づくり課） 

１ 要旨 

・道路や水路などの公共の施設で、早急に対処しなければ生活に支障の

ある補修箇所の情報を令和６年度道路等公共施設の補修箇所情報にて、

ご提供ください。 
 

・令和６年度の予算で対処するものですが、経過観察とさせていただ

く場合や、翌年度（令和７年度）となる場合もあります。 
 

２ 申請内容 

○対象例 

舗装の穴や亀裂・路肩の崩壊・用水路の崩壊・カーブミラーの損傷等 

○注意事項 

崩壊や損傷があるものを、もともとの状態に戻す補修をすること（機能を回復 

させる）が目的であり、維持管理上の清掃等はいたしません。 

なお、対象箇所が私有地のみである場合、市では対応できません。 

また、防犯灯やカーブミラーの新規設置は、補修ではありません。新規設置に 

ついては、予算化地区要望書による提出をお願いいたします。 

 

１ 提 出 期 限  随時（市役所開庁日） 

２ 要望可能件数  緊急性のあるものであるため上限なし 

３ 提 出 書 類  ①令和６年度 道路等公共施設の補修箇所情報 

           （第１回区長会様式集：NO.２） 

※オンラインでの提出は、できません。 

         ②位置図及び写真 

４ 提 出  地域づくり課または各支所へ直接ご持参いただくか、 

         担当課へメールで提出してください。 

 

５ 調整・検討  情報の内容について、担当課から問い合わせを行う場 

合があります。 

 

６ 回 答  随時、担当課から電話や現場立ち合いの場で回答いた 

します。 

             ※予算化地区要望書とは異なり、書面による回答はあり 

ません。 

 

 

担当 地域づくり課 

電話 ７４－３０６６ 

地―② 

山本　和喜
タイプライター
13



令和６年度道路等公共施設の補修箇所情報 
（ 緊 急 を 要 す る も の ） 

令和   年   月   日 

伊豆市長 様 

自 治 会 名                  

 

自 治 会 長 名                  

 

電 話      －          

 当地区の補修箇所情報を以下のとおり提出いたします。 

補 修 箇 所 市道△△線 □□付近 

内容・状況 

市道に穴が開いており、車の走行に支障があるため穴埋め等の対応をお願いし

たい 

 

 

 

担 当 課 
 

      課 

担当課受付 

月   日 

区長回答 

月   日 

 

補 修 箇 所 
 

 

内容・状況 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 
 

      課 

担当課受付 

月   日 

区長回答 

月   日 

※必ず位置図及び写真を添付してください。 

【注意】 

補修箇所情報は、公共施設の補修を目的とするものであり、緊急性の

高いものについて提出をお願いします。 

防犯灯・消火栓・カーブミラー等の新規設置は、予算化地区要望書で

提出してください。 

なお、回答は随時担当課よりいたします。 

提出先アドレス：kikaku@city.izu.shizuoka.jp 

地域づくり課・支所受付 

記入例 

６ １０ 

市役所区 

伊豆 太郎 

７２ １１１１ 

１０ 

山本　和喜
タイプライター
１４



山本　和喜
タイプライター
１５



山本　和喜
タイプライター
１６



山本　和喜
タイプライター
１７



山本　和喜
タイプライター
１８



山本　和喜
タイプライター
１９



山本　和喜
タイプライター
２０



山本　和喜
タイプライター
２１



山本　和喜
タイプライター
２２



山本　和喜
タイプライター
２３



山本　和喜
タイプライター
２４


